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第５回放生津小学校・新湊小学校統合準備会の開催結果について 

 

１　日 時　　令和６年２月１３日（火）午後７時０２分～１０時１０分 

２　場 所　　新湊中学校　２階会議室 

３　出 席 者　　統合準備会委員　１３名 

学 識 経 験 者　辻井満雄 

地域振興会関係者　（放生津地区）宮島伊佐夫 

　　　　　　　　　　(庄西地区)釣雄彦 

ＰＴＡ関係者　　(放生津小学校)宮島晃伊知、棚田善昭、江㞍誠 

(新湊小学校)米田大樹、加治宏規 

(新湊中学校)髙野信寿、堀岡祐介 

関係小・中学校長　(放生津小学校)高岡陽子 

(新湊小学校)竹林浩樹 

(新湊中学校)吉野長武 

事　務　局　１０名 

金谷教育長、久々江事務局長、六渡次長、星野学校教育課長、

髙井学校教育課長補佐、川渕学校教育課係長、尾間教頭（放

生津小）、堀教頭（新湊小）、鷲塚学校教育課主査、荒木学校教

育課主査 

４　内　　容 

　⑴　開会 

　⑵　協議事項 

①　協議項目第１号　校名、校訓及び校歌等の取扱い 

ア　校章について 

　　協議の結果、次の２点について確認した。 

　　　　 　・　（公財）富山県デザイン協会に依頼する校章デザインコンペにより、協会から教育 

委員会に選出してもらう数は最大７点とする。 

　　　　　　・　校章作成に当たり、準備会として特に大切にしてほしいことについては、現在の両　 

　　　　　　 　校の校章・校歌のほか、歴史、文化、まちなみ、自然など「放生津・新湊らしさ」を 

感じられる校章となるよう、デザインの作成を依頼する。 
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　　 イ　校名について 

　　　　　校名について、協議を行った。 

　　　　　協議がまとまらなかったことから、継続協議とする。 

　　　　　なお、協議の結果、校名については、単独校名を使わないものとし、準備会と教育 

委員会の連名で両校ＰＴＡを対象に再アンケートを実施する。次回準備会で協議 

がまとまらなかった場合は、採決にて多数決により決定することを確認した。 

 

＜委員からの主な意見等＞ 

　　　　　 ・ 放生津地域、ＰＴＡ  歴史ある両校の校名を残す。または、新しい校名とする。 

・ 新湊ＰＴＡ　 地域にふさわしく、地域を総括した校名として、新湊とする。 

・ 新湊ＰＴＡ 

当初、単独校名を否定しない前提でスタートしているにも関わらず、第４回準備会

での事務局発言により、その前提が覆った。市または教育委員会から単独校名

を使わないという見解がない限り、説明できない。 

単独校名を使わない前提でアンケートをとっていれば、別の結果があった。 

・ その他 

　         単独校名を否定しないのであれば、現アンケート結果で準備会において採決す 

ればよい。 

校名は準備会で責任をもって協議するべきものである。 

 

②　協議項目第５号　通学の取扱いについて 

　　 ＰＴＡ部会にて了承された次の案のとおり、準備会にて承認された。 

　　　（案） 

通学の取扱いについては、次のとおりとする。 

　　　・　通学については、原則、徒歩通学とする。ただし、両校における通学手段の実情

を考慮し、別紙記載の自治会等から通学する者が万葉線を利用する場合（１駅

間のみ乗車する場合を除く。）は、これに掛かる費用を市が助成するものとする。 

　　　・　通学路については、上記の取扱いを踏まえ、通学時における児童の安全面を考 

慮し、両校において検討・決定するものとする。 
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　　別紙 

　　　ア　適用期間・・・暫定校舎（現：放生津小学校校舎）に通学する間 

　　　　　（対象自治会等） 

　　　　　・　新湊小学校区 

中伏木、六渡寺、三ケ新、庄東区、新富町、北長徳寺、南長徳寺、 

古新町西部、古新町中部、古新町東部 

　　　　　・　放生津小学校区 

越の潟町、海王町、堀岡新明神 

　　　イ　適用期間・・・新校舎（現：新湊小学校校舎）に通学することとなった後 

　　　　　（対象自治会等） 

　　　　　・　新湊小学校区 

中伏木、六渡寺、三ケ新 

　　　　　・　放生津小学校区 

東町東部、荒屋東部、越の潟町、海王町、堀岡新明神 

 

　＜委員からの主な意見等＞ 

　　特になし 

　⑶　その他 

　　　　第 6 回統合準備会　令和 6 年 3 月 28 日（木）午後 7 時　新湊中学校 2 階会議室 

　⑷　閉会 

 


